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鉄道構造物の維持管理に関する基準の検証
行政情報

潮　崎　俊　也

మಓ構のҡ࣋管理については，従来から技術基準等に基ͮきҡ࣋管理を行ってきたとこΖであるが，
平成 2� 年の中ԝ自動ंಓࢠトンωル事ނやۙ年のమಓ構におけるണམ事象等を౿まえ，平成 25，
26 年度において，మಓ構のҡ࣋管理に関する基準の検ূを行った。本ߘでは，ͦの検ূについて
հする。
キーワードɿమಓ構，ҡ࣋管理，コンクϦートのണམ事象

1．はじめに

మಓ構のҡ࣋管理については，定ظ的な検ࠪの
実施をؚΉ施設の保શに関する基準が従来から規定さ
れてきておΓ，શࠃのమಓ事業者は，この基準に基ͮ
き，ڮΓΐう，トンωル等のమಓ構について，計
画・検ࠪ・ાஔ等のҡ࣋管理を実施することによΓ，
ྻंの҆શな運行等を確保している（図─ 1）。

一方，平成 2� 年 12 月の中ԝ自動ंಓࢠトンωル
事ނやۙ年のమಓ構におけるണམ事象の発生等を
౿まえ，మಓ構のҡ࣋管理に関する基準を検ূ
し，必要な対Ԡを検討するため，平成 25 年 � 月よΓ
管理࣋ަ௨লమಓ局において，「మಓ構のҡࠃ
に関する基準の検ূ会議」（࠲長ɿԬాউؘ࢜ࠃ�େ
学�理工学部�教त）（以下「検ূ会議」）を開催した。
మಓ構のҡ࣋管理に関する検ূを行った。

ਤᴷ �　మಓߏͷҡ࣋ཧʹؔ͢Δج४ͷมભ
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2．  鉄道構造物の維持管理に関する基準の検証

（1）検証会議
検ূ会議は，࠲長であるԬాউ教तのଞ，学識者
3໊，+3，େखమಓ事業者，中小మಓ事業者等のమಓ
事業者 15 ໊，行 2໊をؚΉ༗識者 8໊の計 27 ໊の
委員で構成され（図─ 2），平成 25 年 � 月ʙ平成 26
年 11 月までの計 �回実施した。
具体的な検ূのྲྀれとしては，平成 2� 年 12 月の中
ԝ自動ंಓࢠトンωル事ނやۙ年のమಓ構にお
けるണམ事象の発生等を౿まえつつ，「మಓ構の
ҡ࣋管理に関する基準における検ࠪのपظや方๏等に
ついてଥ当性」について，మಓ構のҡ࣋管理の現
ঢ়，՝等を整理しつつ検ূを行った（図─ 3）。

（2）鉄道構造物の維持管理に関する基準について
現在のమಓ構のҡ࣋管理に関する基準は，「మ
ಓに関する技術্の基準を定めるলྩ」（平成 13 年ࠃ
ަ௨লྩ第 151 ߸）（以下「技術基準লྩ」）に規定
されておΓ，第 87 に，మಓ施設はྻं等が҆શに
運సすることができるঢ়ଶに保࣋しなけれならない
と施設及びंの保શが規定されておΓ，ͦの具体的
な方๏として，構及びيಓの保શについては，「మ
ಓ構等ҡ࣋管理標準（平成 1� 年 1 月）」によるこ
とと௨ୡされている。
మಓ構等ҡ࣋管理標準とは，మಓ構に対す
る検ࠪख๏および݈શ度の定，さらに必要にԠじて
行うાஔ，ه等，一連のҡ࣋管理に関する基本的な
考え方をࣔしたものである。

ਤᴷ �　మಓߏͷҡ࣋ཧʹؔ͢Δج४ͷূݕձٞ�໊
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また，定ظ検ࠪについては，技術基準লྩ第 �� 
に，施設及びं྆の定ظ検ࠪとして，施設の定ظ検ࠪ
は，検ࠪのपظ，対象とする部位及び方๏を定めて行
わなけれならないと規定され，具体的には，「施設
及びं྆の定ظ検ࠪに関するࣔࠂ」（平成 13 年ࠃަ
௨লࣔࠂ第 1786 ߸）において，৽幹ઢమಓ以֎のమ
ಓは，يಓの定ظ検ࠪについては 1年，構につい
ては 2年पظで検ࠪ，トンωルに定ظ検ࠪのほか，2�
年पظでৄࡉ検ࠪを実施することが規定されている。�
技術基準লྩ第 �1 は，ه関で，施設の検ࠪ
ฒびにվங，վ，修理ຢは修સを行ったときは，ͦ
のهを作成し，これを保ଘしなけれならないとه

について規定されている（図─ 4）。
మಓ事業者はこれら基準に基ͮき，自社の࿏ઢの地
形，ީؾなͲの自વ件，運行ස度，度なͲの用
件等を౿まえ，ྻंの҆શな運行の確保等に࠷దな
基準を定め，これに従いదなҡ࣋管理を実施するこ
ととしている。

（3）  検証会議において得られた鉄道構造物におけ
る剥落事象の現状と検証結果（図─ 5～ 8）

（B）��平成 2� 年 1 月ʙ平成 26 年 � 月までのమಓ構
におけるണམ事象について，మಓ事業者から
報ࠂされた内容を整理・ੳした݁Ռは以下の

ਤᴷ �　మಓߏͷҡ࣋ཧʹؔ͢Δج४ͷূݕͷྲྀΕ

ਤᴷ �　�మಓߏͷҡ࣋ཧʹؔ͢Δج४
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ਤᴷ �　మಓߏʹ͓͚Δണམࣄͷൃੜͷݱঢ়

とおΓ。
Γΐうからണམしたものはڮ��・ �ׂがコンクϦー
トย，トンωルからണམしたものは 8ׂがϞル
タルยであった。

・��トンωルからണམしたものにϞルタルยが多い理
༝としては，ַࢁトンωルをרٯき工๏で施工し
たࡍのアーνとଆนとのܧ目部，ද面্͛及び
トンωル෴工面のิ修にϞルタルを施工してきた
ためと考えられる。

・��構の機をଛなうようなണམ事象の発生はな
かった。

ڹΓΐうのണམ事象の中には，公ऺの҆શにӨڮ��・
を及΅すおͦれのあるՕ所のものもあった。

・��トンωルのണམ事象の中には，ྻंの҆શな運行

に支োするおͦれのあるՕ所のものもあった。
・��ྻ ंの҆શな運行に支োする，ຢは公ऺの҆શに
Өڹする事象の発生はなかった。
ݪΓΐう及びトンωルのണམ事象の発生の主なڮ��・
Ҽは，࿙ਫ，ౚ݁༥ղ等のਫにىҼするものが �
ׂఔ度であった。
Ҽについては，中ݪΓΐうのണམ事象の発生のڮ��・
性化によるものが 2ׂऑであった。
・��ͦ のଞのണམ事象の発生のݪҼとしては，施工不
ྑ，地，Ԙ等があΓ，ണམ事象の発生のݪҼ
が特定されないものが 3ׂఔ度であった。
・��ണམ事象のݪҼはෳ数にࢄしておΓ，特定のݪ
Ҽにूすることはできなかった。
・��మಓ構の建設は，ઓલと高度経ࡁ成長ظにू

ਤᴷ �　మಓߏʹ͓͚Δണམࣄͷൃੜͷݱঢ়
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中しているが，これらのظ࣌とണམ事象の発生ঢ়
。との関連は確認されなかったگ

・��7�年以্経աしたమಓ構も多くଘ在するが，
構の経年とണམ事象の発生ঢ়گとの関連は確
認されなかった。

・��いͣれのണམ事象の発生もͦれͧれの構に対
する直ۙの定ظ検ࠪにおいて，ͦの発生の༧ஹを
捉えることができなかった。

（C）��当検ূ会議に報ࠂされたమಓ構からのコ
ンクϦートย等のണམ事象に関してޙࠓの対
Ԡに参考となる事項は以下のとおΓ。

・��定ظ検ࠪにおいて，ണམ事象の発生の༧ஹを捉え

ることができなかったのは，มঢ়をѲするため
のண؟点等の知見がेではなかったためであ
る。
・��మಓ構におけるണམ事象の発生を༧するた
め，ͦのมঢ়にԠじ，ࢹຢはୟきམとしが実施
されている。これらのાஔに加えて，ٱ性の回
෮・向্を目的としたஅ面修෮，コンクϦートย
等のണམࢭを目的としたണམࢭのωットの設
ஔ等のાஔが講じられている事ྫもある。
・��ണམࢭのωットの設ஔ等のાஔについては，ા
ஔしたものに対するҡ࣋管理業務の発生，มঢ়の
Ѳがेに行えなくなる場合があること，ௗ

ਤᴷ �　మಓߏʹ͓͚Δണམࣄͷൃੜͷݱঢ়

ਤᴷ �　మಓߏʹ͓͚Δണམࣄͷൃੜͷݱঢ়
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による公ऺのӨڹなͲを留意する必要がある。
・��一部の構にޮ的なҡ࣋管理を行えないもの
もある。

3．今後の対応について

（1）国が講ずべき措置
・��定ظ検ࠪにおいて，మಓ構におけるണམ事象
の発生の༧ஹを捉え，発生を༧するために，ࠃ
ަ௨লに報ࠂされたۙ年のݸ々のమಓ構に
おけるണམ事象の発生ঢ়گをਫ਼ࠪした্で，మಓ
構におけるണམ事象の発生を༧するために
必要な事項を体系的に整理し，また，มঢ়をѲ
するためのண؟点やมঢ়にԠじたાஔなͲの事ྫ
を整理したखҾきをࡦ定し，各మಓ事業者に配
することとする。また，మಓ構におけるണམ
事象の発生ঢ়گ等を౿まえ，当֘खҾきをదٓ見
直すこととする。

・��మಓ構等設計標準において，վగの機会を捉
え，ҡ࣋管理にる内容を加することとする。

・��మಓ事業者に対する構のҡ࣋管理の講習会の
実施等によΓ，మಓ事業者における構のҡ࣋
管理に関する技術力のҡ࣋向্について支援を行
うこととする。

・��మಓ事業者等における৽技術を用いた構のҡ
する技術開発等を支ࢿ管理の高度化，合理化に࣋
援することとする。

（2）鉄道事業者が講ずべき措置
・��ണམ事象の発生によΓ公ऺの҆શにӨڹを及΅す
おͦれのあるՕ所及びྻंの҆શな運行に支োす
るおͦれのあるՕ所については，ࡦ定されたखҾ
き，ͦのଞの知見を౿まえ，当֘Օ所の構の
มঢ়を的確にѲすることによΓ，ണམ事象の発
生の༧ஹを捉え，必要なાஔを講ͣることとする。

・��トンωルにおいて，ണམ事象によΓྻंの҆શな
運行に支োするおͦれのあるՕ所に施工され，か
つ，ද面্͛に施工されたϞルタル等のトンω
ルの機に必要のないϞルタルについては，ૣظ
に，ఫڈする等のાஔを講ͣることとする。

・��మಓ構におけるണམ事象が発生したࡍは，Ҿ
きଓきࠃަ௨লに報ࠂするとともに，自らもͦ
のݪҼ究明を行い，࠶発ࢭ対ࡦを講ͣることと
する。
・��一部のమಓ構におけるണམ事象の発生ݪҼに
施工不ྑがあったこと，一部のమಓ構にޮ
的なҡ࣋管理を行えない構があったこと等を
౿まえ，৽規に構を設計，施工するࡍには，
これらのことを༧めࢭし，ক来のޮ的かつޮ
Ռ的なҡ࣋管理が確保されるように留意すること
とする。

4．おわりに

మಓについては，ଞの社会ࢿ本とൺֱして長いྺ࢙
をͪ࣋，構もݹいものが多くあるが，ଞのインフ
ϥとҟなΓ，運行と施設管理者が一ݩ的に管理しなが
ら，๏ྩ・基準等に基ͮき構についてҡ࣋してき
たとこΖである。
࣋のమಓ構のҡޙࠓ，回の検ূ会議においてࠓ
管理にあたΓ，ണམ事象の発生の༧ஹを捉え，必要な
ાஔを講じていくことが重要であるととΓまとめられ
ている。
ࡦ回とΓまとめられた方針に基ͮき，施ࠓ，はޙࠓ
を講じていくことで，গしでもണམ事業のݮগ，ͻい
てはదな構のҡ࣋管理にөできれと考えて
いるとこΖである。
なお，現在，この検ূ会議の݁Ռに基ͮき，定ظ検
ࠪにおいて，మಓ構におけるണམ事象の発生の༧
ஹを捉え，ͦの発生を༧するためにաڈのണམ事象
の発生ঢ়گをਫ਼ࠪした্で，必要な事項を体系的に整
理し，มঢ়のண؟点やมঢ়にԠじた対ࡦなͲの事ྫを
整理したखҾきを作成しているとこΖである。
�
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